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１：はじめに

1-1：本稿の目的

　本稿の目的は、ポーランドにおける近年のエネ

ルギー政策の概略と方向性について、とくに欧州

連合（以下 EU）加盟後に焦点をあてて検討する

ことである。なぜ中・東欧諸国の一つであり、EU
加盟国であるポーランドのエネルギー政策を精査

する必要があるのか。まずはその背景について述

べたい。

1-2：本稿の背景

　第一に、ポーランドの特徴的なエネルギー構成

である。世界資源研究所の最新の石炭に関する報

告書によれば、ポーランドの石炭消費量（2010 年）

は 1 億 4185 万 6 千 t で世界第 8 位、同生産量は 1
億 3322 万 t で世界第 9 位であり、典型的な石炭資

源国である 1）。また、石炭火力発電所の設置出力

は 1 万 2086MW で世界第 9 位（2012 年 7 月）2）、石

炭火力発電所の発電実績（2009 年）は 133.42TWH
で世界第 10 位となっている 3）。さらに石炭輸出実

績（2010 年）は 1008 万 t で世界第 10 位、生産に

対する輸出の割合は 7.6%4）である。国際エネル

ギー機関のデータはさらに、ポーランドの石炭依

存を明らかにする。2009 年時点でポーランドの一

次エネルギー供給の約半分は石炭によって構成さ

れ（図 1）、また最終エネルギー消費における石炭

の割合も漸減しているとはいえ高い（図 2）。とく

に顕著なのは電力源における石炭の割合であり、

90%超の電力が石炭（褐炭を含む）火力発電によっ

て供給されている（図 3）。

　EU は現在、通称トリプル 20（2020 年までに、

1：温室効果ガス排出量を 1990 年比で 20% 削減、

2：エネルギー効率の 20% 改善、3：再生可能エネ

ルギーの一次エネルギーにおける割合を 20% に）

という低炭素社会化政策を推し進めており、石炭

利用に固執するポーランドは「石炭王国」・「域内

の「問題児」」5）とされる。低炭素社会に向かう EU
に関する研究が多い中で、EU 域内で石炭利用に

こだわるポーランドのエネルギー政策を精査する

ことは、EU 諸国の多様性を吟味するうえでも意

義がある。

　第二に、2012 年の大統領選で勝利し、2013 年 1
月から二期目に入ったオバマ（Barack Obama）米

大統領の石炭に対する否定的姿勢に代表されるよ

うに、2013 年に入って世界では石炭火力発電に対

する逆風が吹いていることである。2013 年 6 月発

表の「大統領の気候行動計画」では、米国内の石

炭火力発電所の二酸化炭素（以下 CO2）排出規制

を強化する 6）とし、それに続くオバマのスピーチ

では、二つの例外、つまり「石炭を代替するエネ

ルギーが存在しない低開発途上国において最高効
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1） World Resources Institute(2012), p.3.
2） Ibid.,p.5.
3） Ibid.,p.10.
4） Ibid., p.13.
5） 日経産業新聞 (2013.10.3)
6） Executive Office of the President(2013), p.6.



－ 46 －

産研論集（関西学院大学）41 号　2014.3

率の石炭技術が利用できる場合」および「二酸化

炭素回収・貯留システムを利用する石炭火力発電

所の場合」を除き、海外への新規石炭火力発電所

の輸出および公共投資をとりやめる 7）とした。こ

れに続き、世界銀行は同年 7 月、大量の CO2 排出

をもたらす新規石炭火力発電プロジェクトへの支

援を行わない方針を示し 8）、さらに欧州投資銀行

も同年同月、石炭火力発電への評価プロセスを厳

格化し、当該発電への支援を減らすことを示唆し

た 9）。同年同月、米国輸出入銀行がベトナムの第

二タイビン火力発電所への融資を中止 10）、同年 9
月には北欧 5 カ国（デンマーク・スウェーデン・

フィンランド・アイスランド・ノルウェー）と米

国が石炭火力発電輸出を禁止する共同声明を発表

した 11）。このような情勢 12）の中で、石炭をエネル

ギー安全保障の軸とするポーランドは、今後どの

ように対応するのか。それを紐解くためにも、既

存のポーランドのエネルギー政策を精査すること

は意義がある。

２：エネルギーをめぐる日・ポ関係

　前節では、ポーランドが石炭中心のエネルギー

構成であること、および 2013 年に入って石炭火力

発電への風当たりが強くなってきたことを確認し

た。さらに本研究課題が必要とされるのは、日本

とポーランドの間のエネルギー協力が醸成されて

きたことである。本節では以下、国際協力、石炭

関連技術、原子力技術、排出枠取引の実績を提示

し、日・ポ両国の利害関係が多くの点で一致 13）し

ていることを確認する。

7） http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2013/06/25/president-obama-speaks-climate-change 参照 [ 最終アクセス 2013.10.28]
8） The World Bank(2013), pp.25-26.
9） European Investment Bank(2013), p.9.
10） Reuters(2013.7.18)
11） http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/04/joint-statement-kingdom-denmark-republic-finland-republic-iceland-kingdo 参 照［最

終アクセス 2013.10.28］

12） 石炭火力発電に関する国際情勢については http://sekitan.jp/category/info/ が詳しい。

13） 本論文では、石炭火力発電や原子力発電を推進することが適当であるか否か、といった規範的かつ論争的な議題には踏み込まない。

あくまでも客観的に事象を精査することに焦点をあてる。

図 1：ポーランドにおける一次エネルギー供給

（1973-2030 年）

注：2009 年までは実測値。2010-2030 年は政府方針

[ 出典：IEA(2011), p.18]

図 2：ポーランドにおける最終エネルギー消費

（エネルギー源：1973-2030 年）

注：2009 年までは実測値。2010-2030 年は政府方針

[ 出典：IEA(2011), p.19]

図 3：ポーランドにおける電力源（1973-2030 年）

注：2009 年までは実測値　2010-2030 年は政府計画

[ 出典：IEA(2011), p.63]
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2-1：国際協力（「V4＋日本」対話・協力の枠組み）

　第一は、日本国政府がポーランドを含むヴィシェ

グラード 4 か国 14）（以下 V4）との環境・エネル

ギー協力関係の深化を図っていること（「V4 ＋日

本」対話・協力 15））である。

　「V4 ＋日本」対話・協力は 2003 年 8 月の小泉

純一郎首相（当時）のチェコ・ポーランド訪問、

2004 年 10 月の同ハンガリー訪問を契機に、V4 と

日本との間で対話・協力を推進することで合意し

たことに端を発する。その後、麻生太郎外相（当

時）が日本国際問題研究所で 2006 年 11 月に行っ

た講演 16）でも、V4 と日本との対話の重要性が指

摘された。

　この「V4 ＋日本」対話・協力が定期的に開催さ

れるようになった契機は、2009 年 5 月にハノイで

開催された「V4 ＋日本」外相会合である。ここで

は隔年で外相会合を開催することが合意され、経

済金融危機、国連安保理改革、核不拡散とともに、

気候変動がテーマとして掲げられた 17）。その 5 か

月後の同年 10 月には「V4+ 日本」環境・気候変動

ワークショップが東京で開催され、日本は各国参

加者に省エネルギー、再生可能エネルギー、クリー

ンコール技術に関する環境技術を紹介し、環境・

エネルギー分野における V4 との協力強化が模索

された 18）。2010 年 11 月には「V4 ＋日本」省エネ

ルギー・セミナー（於スロバキア・ブラチスラバ）

が開催され 19）、2012 年 4 月には「V4 ＋日本」エ

ネルギー効率化・再生可能エネルギー及び原子力

分野に関するワークショップ（於東京）が開催さ

れた 20）。その間 2011 年 6 月にはハンガリー・ブ

ダペストにおいて「V4 ＋日本」外相会合が開催さ

れ、各国外相は気候変動、エネルギー供給の安全

保障および効率化、原子力安全の分野で、各国に

実用的かつ明確な利益をもたらす協力発展の重要

性を強調した 21）。さらに本年 2013 年 6 月に開催

されたポーランド・ワルシャワでの「V4 ＋日本」

首脳会談には安倍晋三首相が参加し、原子力発電

を含む日本のエネルギー技術協力の可能性を模索

することで合意するとともに、同年 11 月にワル

シャワで開催される予定の国連気候変動枠組条約

第 19 回締約国会議（COP19）において、「V4 ＋日

本」は建設的態度で国際的な気候変動交渉に協力

することで合意した 22）。

　このように国際協力の分野において、日本にとっ

ての V4 の重要性は増しており、とくにその中で

も大国であるポーランドの動向は注視すべきもの

となっている。

2-2：石炭関連技術

　第二は、日本企業にとって、ポーランドのエネ

ルギー関連市場に一定の魅力が存在することであ

る。ここでは石炭火力発電所からの大気汚染物質

排出を防止するための脱硫装置について見てみよ

う。

　2008 年から EU の硫黄酸化物（以下 SOx）排出

規制が強化されることが決まると、日立製作所は

2004 年 6 月、ワルシャワの南方 80㎞にあるコゼ

ニッチェ石炭火力発電所の脱硫設備を約 40 億円で

14） ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアの 4 か国を指す。

15） 詳細は http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/europe/v4+1/（日本国外務省のホームページ）を参照されたい [ 最終アクセス 2013.10.28]
16） http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/18/easo_1130.html 参照 [ 最終アクセス 2013.10.28]。ここで麻生外相 ( 当時 ) は、「「日 CLV

首脳会議」とか、「日 CLV 外相会議」。「中央アジア＋日本」対話や、チェコ、ハンガリー、ポーランド、それにスロバキアを加えた

中欧 4 カ国がつくった俗に「V4（ドナウ川の地名ヴィシェグラードの V）」と称するグループとの対話…。これらは定例化するなり、

既に定期化しているものは充実させるなりして、まずは関係相手国と頻繁に会合し、対話を重ねていかねばならぬと考えます。」と

述べている。（著者註：CLV とはカンボジア、ラオス、ベトナムを指す）。

17） http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/europe/v4+1/0905_gk.html 参照 [ 最終アクセス 2013.10.28]
18）  http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/europe/v4+1/ws_gh_0910.html 参照 [ 最終アクセス 2013.10.28]
19） http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/europe/v4+1/ws_gh_1011.html 参照 [ 最終アクセス 2013.10.28]
20） http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/europe/v4+1/ws_energy_1204.html 参照 [ 最終アクセス 2013.10.28]
21） http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/europe/v4+1/1106_ps.html 参照 [ 最終アクセス 2013.10.28]
22） http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000006751.pdf 参照 [ 最終アクセス 2013.10.28]
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受注した 23）。同社は 2008 年 6 月にも同発電所か

ら脱硫装置約 130 億円を受注している 24）。2016 年

1 月から火力発電所を対象とした SOx 排出規制が

さらに強化されることが決まると、2013 年 3 月バ

ブコック日立がポーランドの発電会社エネア・ヴィ

トバルザニエから約 50 億円で脱硫装置を受注した
25）。このように、EU の大気汚染物質排出が厳格化

するにつれて、日本企業の環境・エネルギー技術

への需要が喚起されている。

　石炭火力発電所についても見てみたい。2010 年

5 月、中国電力はポーランドの大手電力企業（PGE
社およびタウロン社）と技術協力や相互出資など

の可能性について情報交換するための協力協定を

締結した。これは主に、石炭火力発電の高効率化

や、CO2 の回収・貯留技術、CO2 排出枠の売買に

関して検討することを目的としている 26）。同社は

2011 年にも、高効率の石炭火力発電所新設のため

の事業性調査の実施を発表している 27）。また日立

パワーヨーロッパは 2012 年 9 月、ポーランド国営

電力企業であるエネアから石炭火力発電所の建設

をポーランドの建設会社と共同で受注した。受注

金額は約 1500 億円と言われる 28）。

　このように、石炭火力発電に発電の 9 割以上を

依存するポーランドは、日本企業の環境・エネル

ギー技術の市場として期待されている。

2-3：原子力関連技術

　第三は、石炭利用を継続しつつ CO2 排出量を削

減するために、ポーランドが原子力発電所の導入

を計画していることである。ポーランドでは、2006
年 1 月にロシアが中・東欧向けの天然ガス供給を

減らし、同国のエネルギー安全保障が脅かされた

という事態 29）を受けて、2007 年から原発の導入

が重要な課題として浮上した 30）。これをふまえて、

2009 年には経済省原子力局のトーマス・ヤコブス

キ（Tomasz Jakobski）主席専門官が横浜で開催さ

れた日本原子力産業協会の年次大会で講演し、日

本に対して原子力安全技術の供与や人材養成で協

力を求め、原発計画が進めば日本企業にもぜひ参

加してほしい旨、発言した 31）。同年 9 月にはポー

ランドにおいて原発建設のためのプログラムが立

ち上がる 32）。同年 10 月ポーランド政府原子力発

電担当全権委員のハンナ・トロヤノフスカ（Hanna 
Trojanowska）は、現在 3-5ヶ所の候補地の選定を

行っていること、2030 年までに原発でエネルギー

生産の 15% を賄うこと、さらには、石炭と原発と

は補完的関係であって、原発が石炭産業を脅かす

ことにはならない、と表明した 33）。

　このようなポーランド国内の情勢を受けて、日

立・GE 連合、東芝傘下のウエスチング・ハウス、

仏アレバがポーランド国内の原発受注に興味を示

し、原発受注競争の様相を呈した 34）。

　福島第一原発事故後の 2012 年 4 月に東京で開催

された日本原子力産業協会年次大会ではポーラン

ドのヤドヴィガ・ロドヴィチ・チャホフスカ

（Jadwiga Rodowicz-Czechowska）駐日大使が講演

し、「電源の多様化にとって（原発新設は）大事な

プロジェクト」と話し、依然として原発導入に強

い意志を見せた 35）。このような状況を踏まえて、

2013 年 6 月、安倍首相はワルシャワで開催された

前述の「V4 ＋日本」首脳会談において、日本の原

子力発電所を売り込む「トップセールス」を展開

23） 日経産業新聞 (2004.6.30)
24） 日本経済新聞 (2008.6.30)
25） 日経産業新聞 (2013.3.7)
26） 日本経済新聞 (2010.5.8)
27） 日本経済新聞 (2011.7.7)
28） 日本経済新聞 (2012.9.23)
29） たとえば日本経済新聞 (2006.1.31)
30） Polish News Bulletin(2008.April.15)
31） 日経産業新聞 (2009.4.21)
32） Polish News Bulletin(2009.September.5)
33） Polish News Bulletin(2009.October.9)
34） 日本経済新聞 (2010.10.28)
35） 日経産業新聞 (2012.4.19)
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している 36）。

　このように、日本の原発輸出にとって、エネル

ギー安全保障の確保を目指す中・東欧諸国、なか

でもポーランドは有望な市場になると見込まれて

いる（図 4 参照）。

2-4：排出枠の取引

　ポーランドは京都メカニズムにおける共同実施

（以下 JI）の対象国であり、京都議定書に基づく JI
制度の活用に積極的であった。ポーランドの削減

目標は 1988 年の CO2 排出実績を基準に算出され

ているが、同国は 1989 年以降、民主化・市場経済

化という、いわゆる体制転換を経験し、重厚長大

産業からの産業構造の転換を経験している。この

ことから、顕著な CO2 排出減が可能であり、先端

環境・エネルギー技術の利用による CO2 排出削減

の余地を大きく残していた 37）。この状況を積極的

に利用したのは中国電力である。2009 年 9 月に同

社はポーランド最大の国有炭鉱企業コンパーニァ・

ヴェングロヴァと 30 万トン規模の CO2 排出枠の

売買契約を結ぶ。これは石炭採掘時に放出される

メタンガス回収・再利用技術の利用によって獲得

したものである 38）。2010 年 2 月に同社はヤスチェ

ンベ石炭公社の炭鉱でも同様のプロジェクトを展

開し、21 万トンの CO2 排出枠を購入した 39）。さ

らに同社は 2010 年 11 月、ポーランドの石炭火力

発電所に対して高効率な日本の技術導入による CO2

排出削減を目指して調査を開始している 40）。

　もちろんポスト京都議定書の国際的な枠組みに

ついて現時点で不透明であるが、日本の環境技術・

省エネ技術の提供と、それによって生み出される

温室効果ガス排出枠の獲得、という点で両国には

協力関係を構築できる素地がある。

2-5：小括

　このように日・ポ両国は、国際協力、石炭関連

技術、原子力技術、排出枠取引の各側面において、

協力の深化が期待できる。しかしながら、管見の

限り、ポーランドのエネルギー政策について詳細

に精査した文献は少ない。今後の両国の環境・エ

ネルギー協力を進める基礎材料なるよう、本稿で

は、ポーランドにおける近年のエネルギー政策の

概略と方向性について、とくに EU 加盟後のポー

ランド・エネルギー政策に焦点をあてて検討する

こととしたい。

３：EU 加盟プロセスにおけるポーランドのエネ

ルギー政策

　筆者はかつて、EU 加盟前のポーランドの環境

政策について、EU 環境政策のポーランド国内へ

の移入過程を分析した 41）。そこにおいて明らかに

なったことは、EU の第 5 次拡大（東方拡大）の

プロセスを環境政策の観点から EU ＝ポーランド

関係として把握すると、EU が加盟のための条件

として課した環境アキ・コミュノテール（環境に

36） 日本経済新聞 (2013.6.17)
37） たとえば日本経済新聞 (2003.8.4) や日経産業新聞 (2002.11.8) 参照のこと

38） 日本経済新聞 (2009.9.17)
39） 日本経済新聞 (2010.2.10)
40） 日本経済新聞 (2010.11.16)
41） たとえば市川 (2011) を参照のこと

図 4：2010 年時点での中・東欧における原発建設計画

[ 出典：日本経済新聞 (2010.10.28)]
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[出 典 ： 日 本 経 済 新 聞 ( 2 0 1 0 . 1 0 . 2 8 ) ]  

2 -4：排出枠の取引（京都メカニズムの共同実施を通じて）  

ポ ー ラ ン ド は 京 都 メ カ ニ ズ ム に お け る 共 同 実 施 （ 以 下 J I） の 対 象 国 で あ り 、

京都議定書に基づく J I 制度の活用に積極的であった。ポーランドの削減目標は

1988 年の CO 2 排出実績を基準に算出されているが、同国は 1989 年以降、民主

化・市場経済化という、いわゆる体制転換を経験し、重厚長大産業からの産業

構造の転換を経験している。このことから、顕著な C O 2 排 出 減 が 可 能 で あ り 、

先端環境・エネルギー技術の利用による CO 2 排出削減の余地を大きく残してい

た 3 7。この状況を積極的に利用したのは中国電力である。 2009 年 9 月に同社は

ポーランド最大の国有炭鉱企業コンパーニァ・ヴェングロヴァと 30 万トン規模

の CO 2 排出枠の売買契約を結ぶ。これは石炭採掘時に放出されるメタンガス回

収・再利用技術の利用によって獲得したものである 3 8。 2010 年 2 月に同社はヤ

スチェンベ石炭公社の炭鉱でも同様のプロジェクトを展開し、21 万トンの CO 2

排出枠を購入した 3 9。さらに同社は 2010 年 11 月、ポーランドの石炭火力発電

所に対して高効率な日本の技術導入による CO 2 排出削減を目指して調査を開始

している 4 0。  

もちろんポスト京都議定書の国際的な枠組みについて現時点で不透明である

が、日本の環境技術・省エネ技術の提供と、それによって生み出される温室効

果ガス排出枠の獲得、という点で両国には協力関係を構築できる素地がある。  

2 -5：小括  

 このように日・ポ両国は、国際協力、石炭関連技術、原子力技術、排出枠取

引の各側面において、協力の深化が期待できる。しかしながら、管見の限り、

ポーランドのエネルギー政策について詳細に精査した文献は少ない。今後の両



－ 50 －

産研論集（関西学院大学）41 号　2014.3

関する EU 法体系）の受容と実施が、ポーランド

にとって EU 加盟の厳格なコンディショナリティ

となっていたこと、である。EU の東方拡大につ

いては、EU 側には拡大のインセンティブが低かっ

たのに対して、中・東欧諸国側では非常に高かっ

たこと、また、加盟させるかどうかの決定は EU
側の特権であったことから、そこには「本質的な

非対称」42）という関係が存在していた。そこでポー

ランドは、EU の環境アキ・コミュノテールの受

け入れを迫られた 43）のである。

　環境政策同様、エネルギー政策についても、EU
加盟以前のポーランドにおける同政策は EU 政策

の軌跡をなぞっていた。ここではポーランドの EU
加盟前のエネルギー政策のあり方を確認するため

に、再生可能エネルギー政策に焦点を当てる 44）。

　EU とポーランドの再生可能エネルギー政策は、

1997 年に白書『将来のためのエネルギー：再生可

能エネルギー源』45）が発表されると関連性をもつ

ようになる。ポーランドではこの白書に基づいて、

1997 年エネルギー法 46）が制定された。また、再

生可能エネルギーについては、1999 年 2 月 2 日の

非在来型エネルギー源による電気・熱の買取義務

に関する経済省規制 47）によって規定された。この

規制により、配電企業はグリッドに接続するすべ

ての再生可能エネルギーによる発電を、もっとも

高い価格で購入する義務を持つことになった 48）。

　また、EU は 2001 年、『域内電力市場における

再生可能エネルギー源電力促進指令』49）を策定し、

2010 年までの共同体の電力消費に占める再生可能

エネルギーの割合を設定した。ポーランドはこれ

に対応し、2001 年 8 月 23 日下院が『再生可能エ

ネルギー部門に関する発展戦略』50）を採用した。

　このように、EU 加盟前のポーランドのエネル

ギー政策は、いわば EU から政策およびその手法

を「ダウンロード」する形で行われてきたといっ

て よ い。カ ロ リ ナ・ヤ ン コ フ ス カ（Karolina 
Jankowska）はこのようなポーランドの姿勢を”

Policy Taker”51）と表現するが、言い得て妙である。

４：『2025 年までのポーランド・エネルギー政策』

　前節で確認したように EU 加盟申請国時代のポー

ランドは”Policy Taker”として EU の法・政策を

一方的に国内に「ダウンロード」してきた。しか

し 2004 年 5 月 1 日に EU 加盟国となったのを境

に、自国のエネルギー政策を明確に提示していく

ようになる。その第一歩は 2005 年 1 月 4 日に閣議

にて採択された『2025 年までのポーランド・エネ

ルギー政策』52）である。

4-1：『2025年までのポーランド・エネルギー政策』

の目標・原則

　当政策では、まずその目標を 3 点提示する。第

一はエネルギー安全保障の確立、第二に経済の競

争力およびエネルギー効率の改善、そして第三に

発電・送電・配電といったエネルギー関連活動に

よる環境負荷の軽減である 53）。

　そしてポーランドのエネルギー政策にとって重

要な原則として以下の 6 点が掲げられた。すなわ

ち、①エネルギー安全保障、②環境安全保障、③

エネルギーの安定供給、④エネルギー安全保障を

確たるものにするための経済環境、⑤エネルギー

42） Baker and Jehlicka (1998), p.19
43） 市川 (2011),p.228.
44） 市川 (2013),pp.92-93 および市川 (2012),p.23.
45） Commission of the European Communities(1997)
46） Energy Act of 1997 April 10; Journal of Laws of 1997, No.54, item 348
47） The Regulation of the Ministry of Economy of 2 February 1999 on the Obligation to Purchase Electricity and Heat from Unconventional 

Sources and a Scope of this Obligation; Journal of Laws of 1999, No.13, item 119
48） Ministry of Economy (2010), p.10.
49） Official Journal of the European Union (2001)
50） Council of Ministries (2001)
51） Jankowska (2011), p.174.
52） Ministry of Economy and Labour(2005)
53） Ibid., p.4.
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供給源の多様化、⑥エネルギー効率の改善、であ

る 54）。このように当政策が「エネルギー安全保障」

を前面に押し出して作成されたことは、記憶して

おく必要がある。

4-2：『2025年までのポーランド・エネルギー政策』

の長期的行動方針

　当政策では、4-1 で確認した目標・原則を踏ま

えて、具体的な長期的行動方針を 9 点提示してい

る 55）。以下、記載された順に概要をまとめたい。

　第一は国内のエネルギー源の有効活用である。

ここでは特に、①石炭の安定的・効率的供給、②

国内産天然ガスのシェア維持、③今後の電力需要

増大を賄うだけの十分な電力供給の確保、④国内

産液体燃料のシェア確保、および⑤地域熱供給シ

ステムの効率改善、が謳われた 56）。とくに基盤燃

料としての石炭・褐炭は、2025 年においても基盤

的な存在であり続けるとされ、またそれはポーラ

ンドのエネルギー安全保障の観点から必要不可欠

であるとされた。そのために国内の炭鉱企業は、

自国のエネルギー需要を満たすのに十分な採掘能

力を維持しつつ、今後技術面・環境保護面で質的

改善が求められるとされた 57）。

　第二は備蓄燃料の量と種類についてである。こ

こでは、①液体燃料貯蔵の効率的管理をめざし、

少なくとも 90 日分の備蓄を行うこと、②天然ガス

の備蓄システムに関するルールの確立、③石炭・

褐炭備蓄の適切な構造の確立、が挙げられた 58）。

　第三は燃料輸送能力の増強である。ここでは、

①電力・ガス・石油の輸送システムを発展させる

こと、そのために相互接続やオルタナティブな燃

料供給のシステムを確立すること、②エネルギー・

燃料輸送ネットワークの近代化、が課題とされ

る 59）。

　第四は経済のエネルギー効率の向上である。エ

ネルギー効率の改善は持続可能なエネルギー政策

の主要な要素であるとして、以下の 5 点を掲げる。

①製品の設計・製造・利用および廃棄のプロセス

全体でのエネルギー密度を減らすこと、②発電部

門のエネルギー効率の向上、③産業プロセスにお

けるエネルギー密度の減少、④送配電ロスの減少、

⑤エネルギー消費の効率向上のためにエネルギー

需要管理システム 60）を導入すること、である 61）。

　第五は環境保護である。エネルギー政策が環境

安全保障を脅かすことのないよう、以下の 6 点が

提示された。①燃料燃焼は環境保護のための法的

要求をすべて満たすこと、②エネルギー構造の変

更、③クリーンコール技術の適用、④石炭・褐炭

部門の環境負荷の減少、⑤輸送用燃料の改善、⑥

大気汚染物質排出の減少、である 62）。

　第六は再生可能エネルギー利用の発展である。

発電部門において再生可能エネルギー利用を適切

に増加させるため、以下の 6 点が掲げられた。①

再生可能エネルギー利用のための安定的な支援メ

カニズムの整備、②発電・熱供給におけるバイオ

マスの利用、③小水力発電利用の増加、④風力発

電利用の増加、⑤バイオ燃料利用の増加、⑥再生

可能エネルギー発電産業の発展、である 63）。

　第七は燃料・エネルギー部門の再編である。こ

れは、①競争的な燃料・エネルギー市場の創出、

②燃料・エネルギー市場に競争的な経済主体が参

入できるような環境整備、③エネルギー関連企業

への国家機関の直接的影響を漸減すること、によっ

て達成することが企図された 64）。

54） Ibid., pp.5-7.
55） Ibid., p.16.
56） Ibid., pp.17-18.
57） Ibid., p.17.
58） Ibid., pp.19-20.
59） Ibid., p.21.
60） これについては市川・蟹江 (2012) も参照されたい。

61） Ministry of Economy and Labour(2005), pp.22-23.
62） Ibid., pp.24-25.
63） Ibid., pp.27-28.
64） Ibid., pp.29-30.
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　第八は研究開発である。エネルギー関連研究を

発展させるために以下の方策が検討された。つま

り、①ポーランドにおけるエネルギー関連研究が

グローバルなエネルギー技術の発展に寄与するこ

と。そのために、優先的な研究に資源を集中させ

ること、②近代的な技術および管理手法の効率的

な実施、③社会全般に対してエネルギー関連知識

を普及させること、である 65）。

　最後は国際協力である。エネルギー安全保障を

確保するために、① EU のエネルギー関連機関の

作業への積極的な参加、②バルト海沿岸およびヴィ

シェグラード諸国との地域協力の促進、③多様な

エネルギー供給を確保するため近隣諸国との間の

二国間協力関係の促進、④近隣諸国との電力およ

びガスの相互接続性を高めること、⑤ポーランド

のエネルギー企業の海外進出を後押しすること、

⑥ EU をはじめとする資金の適切な利用、⑦ EU・

WTO などの国際機関への参加、⑧京都議定書の目

的達成のための積極的な国際協力、⑨国際エネル

ギー機関への参加、⑩国際原子力機関への参加、

を通じたエネルギー分野における国際協力を押し

進めるとした 66）。

4-3 :『2025年までのポーランド・エネルギー政策』

の方向性

　本節では『2025 年までのポーランド・エネル

ギー政策』の内容を概観してきたが、ここで注意

しておくべき方向性は以下の 3 点にまとめられる。

　第一に、本政策が「エネルギー安全保障」を前

面に押し出していることである。そしてそれは、

①エネルギーの安定供給、②エネルギー調達先の

多様化、③基礎的なエネルギー源としての石炭資

源の利用は継続、④高まる電力需要を満たすこと、

が企図されていた。

　そこで第二に指摘すべき方向性は、ポーランド

政府が石炭資源の利用を今後も同様の規模で継続

する意志を示したことである。たとえば本政策に

は以下のような記述がある。「エネルギー安全保障

に関しては、リーズナブルな価格で燃料・エネル

ギーが長期的に供給されることを確保するための

行動が求められる。これらの行動は、炭鉱部門の

再建とエネルギー輸送インフラの発展が中心とな

る」67）。EU 内に低炭素社会へ向けた流れがある中

で、本政策は「石炭王国」ポーランドとしてのア

イデンティティを正面に押し出した結果となった。

　そして第三に、このようなエネルギー政策がポー

ランドの EU 加盟の翌年に成立したことは、ポー

ランド＝ EU 関係が、加盟前と変化したことを示

している。前述のヤンコフスカの議論で言えば、

ポーランドは、これまでのように EU の政策を「ダ

ウンロード」するだけの”Policy Taker”（政策受

容 国）か ら、EU 加 盟 国 と な る こ と で”Policy 
Shaper”（政策形成国）へと変質 68）し、そこにお

いて自国の主張すべきエネルギー政策を持つに至っ

たのである。

５：『2030 年までのポーランド・エネルギー政策』

　『2025 年までのポーランド・エネルギー政策』

から 4 年後の 2009 年 11 月 10 日、ポーランド経済

省がまとめた『2030 年までのポーランド・エネル

ギー政策』69）が閣議決定された。本節では本政策

の内容について整理する。

5-1：『2030年までのポーランド・エネルギー政策』

が必要とされた背景

　前政策である『2025 年までのポーランド・エネ

ルギー政策』からさして日を置かずに新政策が必

要とされた背景としては、以下の 2 つが指摘でき

よう。

65） Ibid., p.31.
66） Ibid., pp.32-33.
67） Ibid., p.34.
68） Jankowska(2011), p.174.
69） Ministry of Economy(2009)
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　第一は、エネルギー安全保障の確保が喫緊の課

題として浮上したことである。2-3 でも述べたが、

2006 年 1 月にロシアは中・東欧向けの天然ガス供

給を減らした。これによってポーランドのエネル

ギー安全保障が脅かされたという苦い経験が、新

たなエネルギー政策策定に拍車をかけた。

　第二は、EU における気候エネルギー・パッケー

ジ、いわゆるトリプル20（1-2参照）の交渉が2006
年の緑書『持続可能で競争力のある安定したエネ

ルギーのための欧州戦略』70）を契機として、EU 域

内で進んだことである 71）。この交渉過程は、2007
年 1 月の欧州委員会による『欧州エネルギー政

策』72）および『気候変動を 2 度までに抑える：

2020 年以降の対策』73）、2008 年の『2020 年までの

20・20：欧州気候変動対策の機会』74）といった文

書の発表を経て、環境閣僚理事会・エネルギー閣

僚理事会の議案として審議され、最終的には 2008
年後半の欧州理事会議長国フランスのイニシアティ

ブもあり、2009 年 6 月にトリプル 20 は指令化し

た。これにより、EU は 2020 年に 1990 年比で 20%
の CO2 削減が義務化され、長期的には 2050 年に

同 80-90% の CO2 排出削減を視野に入れることに

なる。この一連の流れにより、前政策で石炭をエ

ネルギー政策の柱に据えていたポーランドは、エ

ネルギー政策上の戦略の変更を求められた。

5-2：『2030年までのポーランド・エネルギー政策』

の行動方針

　本政策の主要な内容は、6 つの行動方針によっ

て示されている 75）。よって、ここではこの行動方

針を紹介しながら、本政策を整理していきたい。

　第一はエネルギー効率の改善である。EU のト

リプル 20 の目標のひとつは BAU（business as 
usual）シナリオ比で 20% のエネルギー効率改善で

ある。しかしながらポーランドのエネルギー強度

（GDP/energy unit）は欧州平均の約半分であり、エ

ネルギー効率の改善は喫緊の課題とされた。そこ

で、本政策では「ゼロ・エネルギー経済成長」と

いう概念が提起され、これ以上の初期エネルギー

需要を増やすことなく、経済発展することが企図

された。これにより 2030 年までに、2009 年時点

の EU15 レベルのエネルギー強度が目指された 76）。

　第二はさらなるエネルギー安全保障の確保であ

る。これはつまり、経済・社会が受容可能な価格

で国内需要を満たすレベルの燃料・エネルギー供

給を確保すること、を意図している。そのために

はポーランド国内に存在する資源の効果的・効率

的管理が必須であり、そのために石炭は 2030 年ま

で主要なエネルギー源であり続けるとする。その

上で EU の低炭素化の流れを受けて、①石炭の安

定的で十分な量の供給確保、②クリーンコール技

術の導入、③炭鉱部門の近代化を通じた競争力の

確保・職業安全の確保および環境保護、炭鉱から

排出される温室効果ガスであるメタンの有効利用、

を掲げている 77）。

　第三は原子力発電の導入による発電構造の多様

化である。ポーランドのエネルギー安全保障を確

保するためには、受容可能な価格での十分な量の

電力供給の確保が重要であるが、他方で、環境保

護の要求も達成しなければならない。石炭を中心

とする燃料構成を継続しようとしているポーラン

ドとしては、CO2 を排出せずに安定的に電力を供

給する別の発電源が求められる。それが原発であ

る、と本政策は初めてエネルギー政策上で明らか

にした 78）。

　第四はバイオ燃料を含む再生可能エネルギー利

用の発展である。ここでは① 2020 年に最終エネル

ギー利用における再生可能エネルギーの割合を少

70） Commission of the European Communities(2006)
71） 市川 (2013), pp.86-91. 参照のこと。

72） Commission of the European Communities(2007b)
73） Commission of the European Communities(2007a)
74） Commission of the European Communities(2008)
75） Ministry of Economy(2009), p.4.
76） Ibid., pp.6-7.
77） Ibid., pp.8-9.
78） Ibid., pp.15-16.
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なくとも 15% に増やすこと、② 2020 年までに市

場における輸送用燃料の 10% をバイオ燃料にする

こと、③バイオマス確保のための森林の過伐採を

防止すること、④国家所有の灌漑用ダムを発電利

用すること、⑤地域の特性に応じた多様な再生可

能エネルギー源を利用すること、が挙げられる 79）。

　第五は競争力のあるエネルギー市場の発展であ

る。ここでは、①エネルギー源の多様化と石油・

天然ガス供給先の多様化、②電力とガスの両産業

界の障壁の除去、③エネルギー市場が自然独占状

態に陥らないような規制、④競争的市場が機能す

るための規制緩和、⑤地域エネルギー市場の創設、

⑥効率的な電力需給メカニズムの実施、が掲げら

れた 80）。

　第六は発電産業による環境負荷の削減である。

ゼロ・エネルギー経済発展、および、原子力発電

の導入を踏まえて、ここでは①高いレベルのエネ

ルギー安全保障と 2020 年前までの CO2 排出削減

の両立、② SOx・NOx・粉塵については EU 規制

を遵守すること、③地下水・表層水への発電部門

の負の影響を最小限にすること、④廃棄物の最小

化、⑤低炭素技術をともなう発電構造の変更、が

掲げられた 81）。

5-3：『2030年までのポーランド・エネルギー政策』

の方向性

　本政策が提示した重要な方向性は 3 点存在する。

　第一は、前政策と比較して、EU 域内でのトリ

プル 20 の影響を受けて、目標とする数値目標がよ

り明確となったことである（表 1 参照）。この目標

は、石炭を基盤とするエネルギー供給、エネルギー

供給先の多様化、原子力発電の導入、再生可能エ

ネルギーの発展、エネルギー効率の改善、といっ

た、本政策の主要目標と一致する。

　第二に、EU のトリプル 20 を遵守しつつも、石

炭を基盤とした国内のエネルギー安全保障を高め、

CO2 排出量の削減をはかる、といった問題を同時

に解決するために、原子力発電の導入をエネルギー

政策上初めて明記したことである。本政策が閣議

決定されてから約 1 年半後に、日本では東日本大

震災とそれにともなう津波を要因とした福島原子

力発電所事故が発生し、ドイツをはじめとする複

数の欧州諸国が原発の廃止を謳う事態となったが、

ポーランドでは本政策で提示された原発導入方針

は現在でも揺らいでいない。

　第三に、第一・第二の方向性を包括する形で、

「ゼロ・エネルギー経済成長」という概念を提示し

たことである。これはエネルギー消費の増加をと

もなわない経済成長を達成するという目標であり、

この概念の下でエネルギー効率改善、原発の導入、

表 1：エネルギー政策実施モニタリングの基本的指標

指標
実績

（2007 年）

目標

（2030 年）

2005 年以降の初期エネルギー消費における年較差 2.7% 1% 未満

国内石炭・褐炭消費に対する石炭・褐炭生産の割合 105% 100% 以上

同じ方面からの石油・天然ガス輸入の割合 85% 73% 未満

最大電力需要に対する国内発電能力の割合 130% 115% 以上

発電における原子力発電の割合 0% 10% 以上

最終エネルギー消費における再生可能エネルギーの割合 7.7% 15% 以上

国内発電量に対する CO2 排出量 (tons/MWh) 0.95 0.70 未満

[ 出典：Ministry of Economy (2009), p.26]

79） Ibid., pp.17-18.
80） Ibid., p.19.
81） Ibid., p.21.
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再生可能エネルギーの発展、といった一連の政策

目標が正当化されている。現下の気候変動対策で

は、新興国・途上国はまさにこの概念を必要とし

ており、今後のポーランドでの当概念の成否は注

目されるに値する。

６：おわりに

　以上、本稿では『2025 年までのポーランド・エ

ネルギー政策』および『2030 年までのポーラン

ド・エネルギー政策』を、近年の石炭火力発電所

に対する否定的な情勢や EU における低炭素社会

にむけたトリプル 20 の動き、と関連させながら、

その概略および方向性を明らかにしてきた。最後

に、これを踏まえて今後の展望を述べて稿を閉じ

たい。

　2013 年 11 月にポーランド・ワルシャワで気候

変動枠組条約第 19 回締約国会議（COP19）が開催

される。すでに議長国が「石炭王国」ポーランド

であること、COP19 パートナー企業が鉄鋼最大手

のミタル（ルクセンブルク）やポーランドで石炭

火力発電施設を納入するアルストム（仏）である

こと、などに環境 NGOs からは疑問の声が上がっ

ている 82）。

　当の議長国ポーランドの経済省は、COP19 の開

催期間に合わせて国際石炭・気候サミットを開催

した。CO2 を大量に排出し、気候変動の敵と目さ

れてきた石炭を、クリーンコール技術を活用する

ことで今後も利用可能なものとするようプロモー

ションをおこなう意図がある 83）。

　欧州における 2013 年に入ってからの現実もこの

傾向を強めるかもしれない。ドイツの脱原発方針、

米国発のシェールガス革命、さらには欧州の景気

低迷によって欧州において石炭利用が復権してい

る。米国のシェールガス革命の余波で、米国産の

価格の安い石炭が欧州に流入し石炭価格を押し下

げている。一方でガスは割高である。欧州の景気

低迷で大口需要も落ち込んでおり、さらに原発代

替として期待され、高値買い取りが保証された風

力や太陽光の電力の供給ばかりが増加している。

クレディ・スイスによると、ガスの 1 キロワット

時あたり 6 セントに対し石炭は 3.6 セント、より

低品位で環境負荷の大きい褐炭は 2.5 ユーロ、だ

という 84）。

　気候変動・エネルギー・経済発展は、まさにネ

クサス（交叉）の関係にある。高い気候変動目標

を掲げる EU の加盟国でありながら、域内で相対

的に低い経済水準を高めようと努力し、自国の石

炭資源を中心とするエネルギー構成を堅持しよう

とするポーランドの取り組みは、今後の新興国・

途上国の低炭素化への道筋をうらなう上でも参考

とされて良い、現在進行形の事象である。
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